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「連結納税制度の見直しについて」 （令和元年８月27日 政府税制調査会 連結納税制度に関する専門家会合） （概要）

一 連結納税制度の見直しの意義

○ 連結納税制度（企業グループ内の個々の法人の所得と欠損を通算（損益通算）するなど、企業グループ全体を一つの法人で
あるかのように捉えて法人税を課税する仕組み）は、平成１４年度の導入から１５年余りが経過。

○ 本制度は、企業グループの一体的経営を進展させ、競争力を強化する中で有効に活用されてきた。その一方で、経営が多様
化し親法人に情報等が必ずしも集約していない、連結納税制度の下での税額計算が煩雑、税務調査後の修正・更正に時間が
かかり過ぎる、といった指摘があり、損益通算のメリットがあるにもかかわらず、制度を選択していない企業グループも多く存在。

○ このため、連結納税制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえた見直しを行うことにより、日本の企業がより効率的にグ
ループ経営を行い、競争力を十分に発揮できる環境を整備する必要。

○ 本会合（座長：田近栄治成城大学特任教授）では、完全支配関係にある企業グループ内における損益通算を可能とする基本
的な枠組みを維持するという前提に立って、論点を整理。

二 見直しに当たっての基本的考え方

○ 見直しに当たっては、企業グループの一体性に着目し、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、制度の簡素化により、企
業の事務負担の軽減を図ることで、同様の経営を行っている企業グループ間での課税の中立性・公平性を確保する必要。

○ 具体的には、企業グループ全体を一つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行制度に代え
て、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う仕組みとすることが適当。

○ また、組織再編税制との整合性や租税回避防止の観点も重要。

三 新たな制度の基本的な仕組み

○ 見直し後の新たな制度（グループ通算制度（仮称））は、企業グループ内の各法人を納税単位とする個別申告方式とすること
が適当。（現行制度と同様、親法人とその親法人による完全支配関係にある全ての子法人を対象とし、また、制度を適用するか
どうかは各企業グループが選択）。

○ 企業グループ内の法人間で、プロラタ方式（赤字法人の欠損金を、黒字法人の所得金額の比で配賦する等）により損益通算を
行うことが適当。修正・更正の場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない（遮断する）仕組みが考えられる。

○ 制度の新規適用時等における時価評価や欠損金の扱いについて、組織再編税制との整合性等を踏まえつつ検討が必要。

○ グループ調整計算（※）について、事務負担軽減、経営実態や制度趣旨、制度の濫用可能性、制度を選択していない企業グ
ループとの公平性等の観点を踏まえ個別に検討することが必要。※受取配当等、寄附金、外国税額控除、研究開発税制、中小法人特例の判定 等

○ 円滑な移行のため、法改正から新たな制度の施行まで１～２年程度の準備期間を設けることが考えられる。

2



連結納税制度に関する専門家会合メンバー

○ メンバーは以下の通りとし、座⻑（◎）が議事を整理する。 
 委員 ⼤⽥ 弘⼦ 政策研究⼤学院⼤学教授 
 委員 岡村 忠⽣ 京都⼤学教授法学系（⼤学院法学研究科）
◎ 委員 ⽥近 栄治 成城⼤学経済学部特任教授 
 委員（会⻑） 中⾥ 実 東京⼤学⼤学院法学政治学研究科教授 
 委員 増井 良啓 東京⼤学⼤学院法学政治学研究科教授 
 特別委員 神津 信⼀ ⽇本税理⼠会連合会会⻑ 
 特別委員 ⽥中 常雅 醍醐ビル㈱代表取締役社⻑ 
 特別委員 宮永 俊⼀ 三菱重⼯業㈱取締役会⻑ 

 
  ※ 外部有識者 
  ⼩⽥嶋 清治 税理⼠ 
  梶川 融 太陽有限責任監査法⼈ 代表社員会⻑ 
  佐藤 英明 慶應義塾⼤学⼤学院法務研究科教授 
  濱⽥ 将史 ㈱⽇⽴製作所財務マネジメント本部税務統括部部⻑ 
  渡辺 徹也 早稲⽥⼤学法学学術院教授 
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（第１回）
平成３０年１１月７日（水）
 専門家会合の設置
 総会でいただいた主なご意見
 検討にあたっての視点

（第２回）
平成３１年２月１４日（木）
 有識者からの報告等

 日本経済団体連合会による実態調査報告
 濱田将史氏（株式会社日立製作所）からの報告
 国税庁からのヒアリング

 制度の簡素化等について（財務省説明）
（第３回）
平成３１年４月１８日（木）
 有識者からの報告等

 梶川融氏（太陽有限責任監査法人）からの報告
 組織再編税制との整合性等について（財務省説明）

（第４回）
令和元年６月２６日（水）
 グループ調整計算等について

（第５回）【起草会合】
令和元年８月５日（月）

これまでの「連結納税制度に関する専門家会合」
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連結納税制度の概要

(１)適用対象
○ 親会社と、それが直接又は間接に100％の株式を保有するすべての子会社（外国法人を除く）
○ 選択制（一旦選択した場合は、原則として継続して適用）

(２)申告・納付 ○ 親会社が法人税の申告・納付（子会社は連帯納付責任を負い、個別帰属額等を提出）

(３)所得、税額
の計算

○ 連結グループ内の各法人の所得金額に所要の調整を行った連結所得金額に税率を乗じ、さらに必
要な調整を行い連結税額を算出

○ 税率は、23.2％

連結グループ

〈 国内 〉 〈 国外 〉

親会社

20% 75% 100% 100% 100% 51%

関連会社 子会社 子会社 子会社 子会社 子会社

100% 51% 30% 70% 100%

孫会社 孫会社 孫会社 孫会社

14年度改正で創設

(４)時価評価
課税・欠損
金の制限

○ 連結納税の開始又は連結グループへの加入時に、原則として、開始時の子法人及び加入法人の資
産を時価評価

○ 開始・加入前に生じた子法人の欠損金は、原則、切捨て
○ 一定の子法人については、時価評価課税及び欠損金切捨ての対象外

第1回
会合資料
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検討に当たっての視点

 事務負担の軽減を図る観点からの簡素化

 企業の事務負担の軽減を図る観点から、グループ経営の実態も踏まえ、連結グループを一つ

の納税単位とする現行の制度の在り方（申告・納付の方法）や、連結固有のグループ調整計

算の要否、修正や更正の場合の企業や課税庁の事務負担の軽減等について検討する。

 グループ経営の多様化に対応した中立性・公平性の観点からの見直し

 上記の簡素化を通じ、企業グループの事務処理能力の差が連結納税の選択に与える影響を

最小化し、同様の経営を行っている企業グループ間での課税の中立性・公平性を確保する。

 また、連結グループと合併等の組織再編を行った企業とで、課税の中立性が確保されるよう、

組織再編税制との整合性がとれた制度を目指す。その際、開始・加入時における時価評価課

税・欠損金の持込制限については、租税回避防止の観点からも検討する。

連結納税制度の適用実態やグループ経営の実態を十分に把握した上で、完全支配関係にある企

業グループ内における損益通算を可能とする基本的な枠組みは維持しつつ、制度の簡素化や中立

性・公平性の観点から以下の方向で検討を行う。これにより、企業がより効率的にグループ経営を

行い、競争力を十分に発揮できる環境を整備する。

第1回
会合資料
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連 結 税 額

（配 分 額）（配 分 額）（配 分 額）

配 分 額配 分 額配 分 額

○所得税額控除
○外国税額控除
○試験研究を行った場合の

税額控除 等

配 分 額 配 分 額 配 分 額

連結税額調整① 連結税額調整① 連結税額調整①
○中小企業投資促進税制の
税額控除 等

連結税額調整②

連結所得調整② ○寄附金
○交際費 等

（配 分 額） （配 分 額） （配 分 額）

（配 分 額） （配 分 額） （配 分 額）

連 結 所 得 金 額 ○連結欠損金額の繰越控除

調整前連結税額

＜子会社ｂ＞＜親会社Ａ＞ ＜子会社ｃ＞

単 体 所 得 金 額

連結所得調整①

○減価償却・特別償却
○準備金
○圧縮記帳 等

単 体 所 得 金 額単 体 所 得 金 額

連結所得調整① 連結所得調整①
○グループ内取引に係る損益の調整
○グループ内法人に対する金銭債権を貸倒引当金の

対象から除外 等

連結所得金額・連結税額の計算（概要）

所得及び税額の調整項目については、法人毎に計算する項目とグループ全体で計算する項目がある。

第4回
会合資料
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※ 損益通算等について、基本的には、当初申告額に固定し、修正・更正による変動は他の法人に影響を与え
ないこととしてはどうか。

所 得 金 額 所 得 金 額 所 得 金 額

調整前法人税額 調整前法人税額 調整前法人税額

税 額 調 整

法 人 税 額 法 人 税 額 法 人 税 額

グループ要素を反映したも
ので、他の法人の数値を利
用するもの

＜子会社ｂ＞＜親会社Ａ＞ ＜子会社ｃ＞

調整前所得金額
（単体所得金額）

調整前所得金額
（単体所得金額）

調整前所得金額
（単体所得金額）

グループ要素を反映したも
ので、他の法人の数値を利
用するもの

所 得 調 整
（損益通算を含む）

グループ企業間での連結固有の調整計算など、事務負担が大きい項目を中心として、制度の簡素化を図る。

個別申告方式に見直す場合のイメージ
第2回

会合資料
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